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狭義の招集通知

証券コード　3054
（発送日）2026年３月13日

（電子提供措置の開始日）2026年３月６日
株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
株 式 会 社 ハ イ パ ー
代表取締役社長 望 月 真 貴 子

【当社ウェブサイト】
https://www.hyperpc.co.jp/shareholder/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3054/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第36回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第36回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上
げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「ＩＲ情報」 よりご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ハイパー」又は「コー
ド」に当社証券コード「3054」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し
て、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年３月27日（金曜日）午
後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
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１．日 時 2026年３月30日（月曜日）午前10時（受付開始午前９時30分）
２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号

東京証券会館　８階　ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第36期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第36期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金処分の件
取締役７名選任の件
監査役１名選任の件

４． 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の
表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有
効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ
ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力くだ
さい。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具

記
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⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし
て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

＜株主様へのお願い＞
本株主総会の開催場所・開催時刻を含む運営を変更する場合は、

当社ウェブサイト(https://www.hyperpc.co.jp/)に掲載いたしま
す。

最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせて
お送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、次に掲
げる事項を除いております。

①事業報告の「新株予約権等の状況」
②連結計算書類の「連結注記表」
③計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会
計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類
の一部であります。

ご出席の株主様へのお土産はご用意いたしておりません。何卒ご理解くださいますようお願い
申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月30日（月曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

2026年３月27日（金曜日）
午後6時到着分まで

2026年３月27日（金曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向
けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使
コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使を
お願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移
できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」を
入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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当事業年度の事業の状況

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるも
のの、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあって、緩やかな景気回復が続いておりま
す。エネルギーコストや原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により、消費者マインドが弱含ん
でいるものの、企業の設備投資は、製造業を中心にコロナ禍や物価高により先送りしてきた更
新投資や人手不足の問題を解決するための省人化・省力化投資等を背景に、好調に推移しまし
た。とりわけＩＴ投資分野においては、金融業や製造業を中心に幅広い業種で投資意欲が高い
状態にあり、好調に推移しました。しかしながら、アスクルエージェント事業において、アス
クル株式会社を標的としたランサムウェア攻撃により、アスクル株式会社の物流システム等が
被害を受けシステム障害が発生したことで、当社の事業活動に影響が生じました。
　このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、「人とITで日本の会社を元気
に」というミッションを掲げ、顧客企業の生産性を高め続けるベストパートナーになることを
目標に定め、顧客開拓と関係強化、ストックビジネスの強化、ソリューション営業の強化、セ
キュリティサービスの開発、子会社との相乗効果の最大化などに注力してまいりました。ま
た、業務プロセスの効率化を図り、収益力を向上させ、利益の確保に努めてまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は13,775,768千円（前連結会計年度比
11.0％増）、経常利益326,627千円（前連結会計年度比36.3％増）、親会社株主に帰属する当
期純利益は240,626千円（前連結会計年度比10.2％増）となりました。
　各セグメント別の営業の概要は次のとおりであります。なお、各セグメントの業績をより適
切に評価するため、当連結会計年度の期首より共通費の配賦方法を変更しております。そのた
め、変更後の数値で比較分析しております。
【ＩＴサービス事業】
　ＩＴサービス事業においては、堅調な企業収益を背景に、法人市場では幅広い業種でＩＴ分
野での投資意欲は高い状態が継続いたしました。また、Windows10のサポート終了に伴う
Windows11搭載機への入れ替え需要が継続し、法人向けパソコンの出荷台数、出荷金額とも
に前年を大きく上回り、好調に推移いたしました。
　このような環境のもと、当社グループでは、企業のＩＴ部門が直面する課題を解決するた
め、お客様に代わりＰＣやサーバーの調達、設置、設定、セキュリティ対策、運用管理をサポ
ートする情報システムサービスを「ビジネスコアネクスト」としてブランド化し、拡販に注力
してまいりました。
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　売上高は、パソコンをはじめとしたハードウエア機器販売の出荷台数が昨年度を大きく上回
ったことで、堅調に推移いたしました。営業利益につきましても、増収に伴う売上総利益の増
加により、堅調に推移いたしました。
　以上の結果、売上高は12,505,302千円（前連結会計年度比14.0％増）、営業利益は
199,234千円（前連結会計年度比217.5％増）となりました。
【アスクルエージェント事業】
　アスクルエージェント事業においては、第３四半期累計期間（2025年１月１日～9月30
日）までの業績は、中小企業の需要回復の遅れによる購買金額の伸び悩みがあるものの、日用
品関連の需要が堅調に推移しており、また、優良顧客の開拓及びインターネット広告を活用し
た顧客の流入拡大や取引先の稼働促進など営業活動を強化したことで、当該期間における売上
高、営業利益は、前期に対し、堅調に推移いたしました。しかしながら、2025年10月19日に
アスクル株式会社を標的としたランサムウェア攻撃によるシステム障害が発生したことを受
け、アスクル株式会社のWEBサイト「ASKUL」および「ソロエルアリーナ」等の注文の受付
が一時的に停止したことにより、当社の事業活動に影響が生じ、売上高、営業利益は、減収減
益となりました。
　その結果、売上高は1,198,358千円（前連結会計年度比13.2％減）、営業利益は119,235千
円（前連結会計年度比37.4％減）となりました。
【その他】
　当社グループは、就労移行支援事業を運営しており、一般企業への就職を目指す障害のある
方を対象に職業訓練・就労支援に関するサービスの提供を行っております。ハローワーク、相
談支援事業所に対する周知活動やSNSの活用により集客活動を継続的に行い、事業所の認知拡
大を図りながら利用者数の確保に努めております。
　売上高につきましては、堅調に推移しましたが、営業利益につきましては、新オフィスの開
設に伴う運営費の増加などもあり、昨年同期に比べ減益となりました。
　その結果、売上高は72,107千円（前連結会計年度比18.3％増）、営業利益は1,592千円（前
連結会計年度比81.9％減）となりました。
（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部取引を除いた金額を記載しております。
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区 分
第35期（2024年12月期） 第36期（2025年12月期）

売 上 高
（ 千 円 ）

構 成 比
（ ％ ）

売 上 高
（ 千 円 ）

構 成 比
（ ％ ）

Ｉ Ｔ サ ー ビ ス 事 業 10,967,537 88.4 12,505,302 90.8

アスクルエージェント事業 1,381,090 11.1 1,198,358 8.7

そ の 他 60,962 0.5 72,107 0.5

合 計 12,409,590 100.0 13,775,768 100.0

＜当社グループの売上高内訳＞

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において、重要な設備の取得、除却及び売却等はありません。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度において、重要な資金の調達はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は、2025年12月17日付で保有する株式会社No.1デジタルソリューションの全株式を
譲渡いたしました。このため持分法適用の範囲から除外しております。
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財産及び損益の状況

区 分 第33期
（2022年12月期）

第34期
（2023年12月期）

第35期
（2024年12月期）

第36期
（当連結会計年度）
（2025年12月期）

売 上 高 10,599,063 11,397,375 12,409,590 13,775,768
親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損 失 （ △ ）

△499,376 78,936 218,420 240,626

１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純
損 失 （ △ ）

△51円50銭 8円13銭 22円66銭 24円94銭

総 資 産 7,125,173 7,281,524 7,463,366 6,870,029

純 資 産 2,775,768 2,767,312 2,920,467 3,071,565

１株当たり純資産額 280円02銭 282円15銭 298円27銭 314円87銭

⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）

（注）当社は、役員向け株式交付信託制度を導入しております。当制度の導入に伴い、三井住友信託銀行株式会
社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））が保有している当社株式を、１
株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
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財産及び損益の状況

区 分 第33期
（2022年12月期）

第34期
（2023年12月期）

第35期
（2024年12月期）

第36期
（当事業年度）

（2025年12月期）
売 上 高 9,489,710 10,056,826 11,094,810 12,344,387
当期純利益又は当期純
損 失 （ △ ） △530,606 47,374 310,373 237,748
１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純
損 失 （ △ ）

△54円72銭 4円88銭 32円20銭 24円64銭

総 資 産 6,756,153 6,752,061 6,955,505 6,382,586

純 資 産 2,627,903 2,587,885 2,832,837 2,980,654

１株当たり純資産額 264円77銭 263円52銭 289円18銭 305円45銭

②　当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

（注）当社は、役員向け株式交付信託制度を導入しております。当制度の導入に伴い、三井住友信託銀行株式会
社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））が保有している当社株式を、１
株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 リ ス テ ッ ク 50,000千円 100％ 小規模企業向けセキュリティサーバー等の
情報機器の企画・販売

株 式 会 社 み ら く る 20,000千円 100％ 障害者総合支援法に基づくサービスの提供

マルチネット株式会社 100,000千円 100％ ＩＴコンサルティング、ネットワークシス
テムの構築

株 式 会 社 メ ビ ウ ス 10,000千円 100％
教育・公共・一般企業などで使用される各
種業務システムの開発
ソフトウェアの開発・保守及び導入・運用

司コンピュータ株式会社 10,000千円 100％
ネットワークおよびサーバー等インフラ機
器に関する運用設計・構築・評価検証、運
用管理・保守・操作/監視

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
当社グループは、経営基盤のさらなる安定と継続的な成長を目指し、常に企業価値を高めるた

めに、以下の目標に前向きに取り組んでまいります。
（利便性の追求）
　コンピュータ販売を中心に、アスクル代理店業務、ＩＴサービス等の各事業により、ユーザ
ーとの強力な取引関係を築き、常に新しい商材・サービスを提供し続けることで、ユーザーに
とって一番利便性が高い企業を目指します。

（効率的な企業運営）
　社内システムや組織体制の見直し、業務改善等を通じて業務の効率化を図るとともに、成長
率が高く利益率が高い事業分野に積極的に資源を投入することにより、収益性を高め効率的な
企業運営を目指します。

（信頼される企業）
　従業員のモラルとモチベーションを高めながら、業績の向上、透明性の高い経営体制の維
持、コンプライアンス・情報管理の徹底、優秀な人材の育成等を通じて、株主やユーザー・仕
入先等のお取引先から信頼される企業を目指します。

　上記に掲げた目標に対して、対処すべき課題として以下の施策に取り組んでまいります。
①　ユーザーにとって利便性の高いサービスを提供するにあたって、業務のシステム化、業務フ
ローの改善等により、さらなる生産性の向上に取り組む必要があります。

②　当社グループは、さらなる業容の拡大をするために、市場のニーズに呼応した新たな事業を
展開していく必要があります。また、これらの新規事業やサービスの早期収益化を目指してま
いります。

③　優秀な人材の育成は、経営基盤を維持し、拡大する上で不可欠であり、今後も教育研修制度
の充実等による人材育成の強化に取り組む必要があります。また、多様な人材が活躍できる機
会の創出や働きやすい職場環境の整備に取り組み、企業を取り巻く著しい経営環境の変化に対
応していけるよう努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上

げます。
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主要な事業内容、主要な営業所等

セ グ メ ン ト 事 業 内 容

Ｉ Ｔ サ ー ビ ス 事 業 コンピュータ及び周辺機器、ソフトウェア等の法人顧客への販売、ネットワ
ーク構築、コンピュータの設定・保守、その他のＩＴサービス

アスクルエージェント事業 アスクル代理店業務、事務用品、オフィス家具等の販売

そ の 他 障害者総合支援法に基づくサービスの提供

⑸　主要な事業内容（2025年12月31日現在）

（注）アスクル……東証プライム市場上場企業アスクル株式会社が行っているオフィス関連用品の通信販売事業
「ASKUL」の代理店業務

本 社 東京都中央区

大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区

広 島 支 店 広島県広島市中区

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中区

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区

株 式 会 社 リ ス テ ッ ク 東京都中央区

株 式 会 社 み ら く る 東京都中央区

マルチネット株式会社 東京都千代田区

株 式 会 社 メ ビ ウ ス 京都府京都市中京区

司コンピュータ株式会社 東京都港区

⑹　主要な営業所等（2025年12月31日現在）
①　当社

②　子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

　ＩＴサービス事業 282（22） 名 19名増 （6名増）

　アスクルエージェント事業 21 （6） 1名減 （－）

　その他 9 （2） 2名増 （1名増）

　全社（共通） 28（10） 2名減 （－）

合計 340（40） 18名増 （７名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

202（35）名 12名増（４名増） 41.1歳 11.3年

⑺　使用人の状況（2025年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株 式 会 社 横 浜 銀 行 620

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 61

株 式 会 社 千 葉 銀 行 50

朝 日 信 用 金 庫 41

⑻　主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 普通株式 26,400,000株

②　発行済株式の総数 普通株式 9,878,100株（自己株式102,408株を含む）

③　株主数 8,382名（前期末比681名減）

④　単元株式数 100株

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率
ラ ラ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 2,357,000株 24.11％
玉 　 田 　 宏 　 一 1,249,700 12.78
エ プ ソ ン 販 売 株 式 会 社 700,000 7.16
遠 　 藤 　 　 　 孝 511,800 5.23
株 式 会 社 ミ ー ト プ ラ ン ニ ン グ 404,000 4.13
ハ イ パ ー 従 業 員 持 株 会 272,400 2.78
関 　 根 　 俊 　 一 251,200 2.56
株 式 会 社 庚 伸 180,000 1.84
望 月 真 貴 子 143,900 1.47
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 124,788 1.27

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年12月31日現在）

（注）ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は17,600株増加しております。

⑤　大株主（上位10名）

（注）１. 持株比率は自己株式（102,408株）を控除して計算しております。
２. 自己株式には、役員向け株式交付信託制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有す

る当社株式118,900株は含まれておりません。
３. 持株比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

⑥　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑦　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 玉 田 宏 一 株式会社みらくる　代表取締役社長
株式会社TMD　取締役

取締役社長（代表取締役） 望 　 月 　 真 貴 子 CEO

取 締 役 田 邉 浩 明
COO
販売推進統括部　管掌
営業統括部　管掌

取 締 役 江 守 裕 樹
CFO
管理　管掌
株式会社メビウス　取締役
司コンピュータ株式会社　代表取締役

取 締 役 髙 瀬 昇 幸 株式会社リステック　代表取締役社長

取 締 役 遠 藤 　 孝
株式会社リステック　代表取締役副社長
マルチネット株式会社　取締役
司コンピュータ株式会社　取締役

取 締 役 宮 澤 　 敏
株式会社庚伸　代表取締役
株式会社パルディア　社外取締役
コウシン・ベトナム有限会社　CEO
株式会社オプロ　社外取締役

取 締 役 桒 原 桂 一

取 締 役 那 須 慎 二 株式会社CISO　代表取締役

常 勤 監 査 役 小 俣 信 次

監 査 役 堀 川 裕 美

監 査 役 山 田 美 代 子 山田公認会計士事務所　所長

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）
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会社役員の状況

（注）１. 取締役宮澤敏氏、取締役桒原桂一氏及び取締役那須慎二氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役小俣信次氏、監査役堀川裕美氏及び監査役山田美代子氏は、社外監査役であります。
３. 監査役山田美代子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。
４．監査役堀川裕美氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有し

ております。
５. 当社は取締役宮澤敏氏、取締役桒原桂一氏及び取締役那須慎二氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
６. 当社は常勤監査役小俣信次、監査役堀川裕美氏及び監査役山田美代子氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

②　事業年度中に退任した役員
該当事項はありません。

③　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、社外取締役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査
役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、当該社外取締
役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないと
きに限られます。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が負担することになる会社役員としての業務の遂行に起因して、損害賠償請
求がなされることによって会社役員が被る経済的損害を当該保険契約により填補することとし
ております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った対象者自身の損害等
は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講
じています。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役であります。な
お、すべての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。当該保険契約は
11月１日に更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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会社役員の状況

⑤　取締役及び監査役の報酬等
（1）　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ　当社は、取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会決
議で定めております。当該決議についてはあらかじめ任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申
を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬の
内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合して
いることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。

なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としており
ます。また、監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査
役の協議により決定します。
ロ　取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
・基本報酬に関する方針
当社の経営理念である「ユーザーニーズ実現企業」を牽引する優秀な人財を登用すること
を目的に、それぞれの職責および役割、企業業績、世間動向に応じた適切な報酬水準、報
酬体系を考慮し、支給額を決定するものとしています。

・業績連動報酬に関する方針
取締役（社外取締役を除く）の役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上
高、連結営業利益等の指標をそれぞれウエイト付けした上で計数化し、固定の金銭報酬で
ある固定報酬に乗じた額を基準として支給するものとします。当該指標を選択した理由
は、経営計画における業績目標であるため、指標に採用しております。

・非金銭報酬等に関する方針
経営責任と役割に応じた固定報酬に加え、非金銭報酬として株式交付信託制度を導入して
おります。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得
し、当社が各役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各役
員に対して交付される制度です。なお、役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則とし
て役員の退任時です。

・報酬の割合に関する方針
金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬の割合は、総報酬額の80：20になるものと
しております。
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・報酬等の交付時期等に関する方針
固定報酬は、月例の固定金銭報酬と業績連動報酬を定期同額給与として支給し、非金銭報
酬等である株式交付信託は、毎月末の割当日に取締役（社外取締役を除く）にポイントを
付与するものとします。

・報酬等の決定の委任に関する方針
各取締役に支給する月例の固定金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬については、
暦年2022年の基本報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取
締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針
に改めております。当事業年度におきましては、各取締役に対する評価を基に、代表取締
役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、任意の指名報酬委員会へ諮問し、
答申を受けて、2025年３月14日開催の取締役会において株主総会で決議いただいた報酬
限度額の範囲内で報酬を決議しております。

・上記の他報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等として支給する株式交付信託については、取締役に非違行為があった場合
など、本割当契約等で定める一定の事由に該当した場合には、会社は本割当株式の全部又
は一部を当然に無償で取得するものとします。

ハ　個人別の報酬等の内容の決定の方法
暦年2022年の固定報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取

締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に
改めております。監査役報酬については、1996年５月31日開催の第６回定時株主総会にお
いて決議された年額50百万円の範囲内において、その配分については、監査役の協議によ
り決定しております。
ニ　役員報酬等に関する株主総会決議について
当社取締役の報酬限度額は、1996年５月31日開催の第６回定時株主総会において、年額

200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいております。また
別枠で、2019年３月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度の導入につい
てご承認いただいております。
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役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）固 定 報 酬 業 績 連 動 報 酬 株 式 交 付 信 託 左記のうち、非
金 銭 報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

117,417
（11,362）

110,257
（11,362）

－
（－）

7,160
（－）

7,160
（－）

9
（3）

監 査 役
（うち社外監査役）

14,116
（14,116）

14,116
（14,116）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

3
（3）

合 計
（うち社外役員）

131,534
（25,479）

124,374
（25,479）

－
（－）

7,160
（－）

7,160
（－）

12
（6）

（2）　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１．当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高及び連結営業利益でした
が、実績は連結売上高13,775百万円（計画比13.9％減）、連結営業利益320百万円（計画比
20.0％減）となり、各指標とも業績連動報酬支給の最低基準を下回ったことから、当該事業年
度に係る取締役の業績連動報酬の支給はありません。

２．非金銭報酬等の内容は株式交付信託を利用した株式報酬制度であり、割当ての際の方針等は
「⑤（1）ロ・非金銭報酬等に関する方針」のとおりであります。なお、役員が当社株式の交
付を受ける時期は、原則として役員退任時となります。
株式報酬制度について
・株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、信託を用いた株式報酬制度により当社株式を取締役に交付するの

に必要な当社株式の取得資金として、合計金480百万円を上限とする金銭を対象期間中に在
任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として信託を
用いた株式報酬制度を設定しております。
・取締役に交付される当社株式の上限
当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり65,000ポイント

（65,000株）を上限としております。
３．取締役の報酬限度額は、1996年５月31日開催の第６回定時株主総会において、年額200百万

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結
時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役－名）です。また別枠で、2019年３月27日
開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいてお
ります。株式報酬制度の金額やポイント（株式数）の上限については、上記(注)２に記載のと
おりです。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、６名です。

４．監査役の報酬限度額は、1996年５月31日開催の第６回定時株主総会において、年額50百万円
以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名です。

－ 20 －



2026/03/03 15:47:50 / 25282823_株式会社ハイパー_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

社外 取締役 宮澤　敏・桒原　桂一・那須　慎二
社内 取締役 玉田　宏一・望月　真貴子
その他 有識者１名

5．各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成
し、任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けて、取締役会において株主総会で決議いただ
いた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。
任意の指名報酬委員会の構成

（注）任意の指名報酬委員会の委員長は、任意の指名報酬委員会の決議により
社外取締役のうち1名を選任します。

⑥　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役であります。当社は同社との間に製品の販
売等の取引関係があります。また、株式会社パルディア、株式会社オプロの社外取締役並
びにコウシン・ベトナム有限会社のＣＥＯを兼職しておりますが、当社と各兼職先との間
には特別の関係はありません。

・取締役那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役であります。当社は同社との間にセキ
ュリティ診断の提供に関する代理店業務等に関する取引があります。

・監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所の所長であります。当社と兼職先との間に
特別の取引関係はありません。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 宮 澤 　 敏

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしまし
た。情報・通信業での経営者としての見識とその豊富な企業経験を踏ま
えた立場から監督、助言等を行うなど取締役会において、積極的に意見
を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。また、指名報酬委員会の委員として、当事業
年度に開催された委員会5回のうち5回の全てに出席し、客観的・中
立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程におけ
る監督機能を担っております。

社外取締役 桒 原 桂 一

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしまし
た。コンピュータ業界におけるその豊富な経験と幅広い見識で経営陣を
補佐、事業活動の円滑な遂行を行った実績から、積極的に意見を述べて
おり、監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。また、指名報酬委員会の委員
として、当事業年度に開催された委員会5回のうち5回の全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定過程における監督機能を担っております。

社外取締役 那 須 慎 二

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席いたしまし
た。セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と
経験から、経営者としてのバランス感覚を活かし、積極的に意見を述べ
ており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。また、指名報酬委員会の委員として、当事業年
度に開催された委員会5回のうち5回に出席し、客観的・中立的立場
で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機
能を担っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外（常勤）
監査役 小 俣 信 次

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会14回のう
ち14回に出席いたしました。コンピュータ事業と関連の高い分野にお
ける専門的な知識と経験を有しており、取締役会及び監査役会におい
て、適宜必要な発言を行っております。

社外監査役 堀 川 裕 美

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査役会14回のう
ち14回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、企業法
務に精通しており、取締役会及び監査役会において、適宜必要な発言を
行っております。

社外監査役 山田美代子

当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回、監査役会14回のう
ち14回に出席いたしました。公認会計士・税理士としての専門的見地
から、取締役会及び監査役会において、適宜必要な発言を行っておりま
す。
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 40,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 40,800千円

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　監査法人アヴァンティア

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区別できませんので、事業年度に係る会計
監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当
該議案を株主総会の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会
計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
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⑷　業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
１．取締役会における決議の内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制について、取締役会における決議内容の概要は以下のとおりであ
ります。

①　取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
　取締役を含む役職員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「行動規範に関する補
則」を当社グループ全職員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正す
ることとする。また、「コンプライアンス規程」を制定し、当社グループ全役職員に徹底を図
る。毎月１回以上開催する「経営会議」においては、当社及び子会社の会社運営における重要
事項を検討する。監査役及び内部監査室は、当社及び子会社の業務活動の妥当性やコンプライ
アンスの状況などについて監査を実施し、適切な連携関係を維持しながら、業務の改善に向け
た助言・勧告を行う。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文書管理規
程」、「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議決裁書等を作成し、適切
に保存かつ管理を行う。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するために、「職務分掌権限規程」
や「業務分掌規程」、その他の社内規程に従い、取締役が担当の分掌範囲について責任を持っ
てリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議に
より規程の制定、改廃を行う。また、当社及び子会社の連携により、当社グループ全体のリス
ク管理を行う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、毎月１回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、活
発な議論を通じて経営上の意思決定を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させ
るため、取締役が出席する経営会議を毎月１回以上開催し、審議の上業務執行に関する基本的
事項に係わる意思決定を機動的に行う。
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⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

イ. 監査役は、監査業務に必要な事項を経営企画室等に依頼することができ、監査役より監査業
務に必要な依頼を受けた職員は、その依頼に関して取締役会の指揮命令を受けない。

ロ. 監査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員に関する人事については、常勤監査役と協議
を行い、独立性についても十分留意するものとする。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制

及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保
する。

ロ. 監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほ
か、内部統制の整備及び運用状況を監視する。

ハ. 内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、
効率性の実施状況を監査する。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに、取締役から

その職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる。
ロ. 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事象が発生しまたは発生する恐れがあると

き、取締役及び使用人が違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべき
ものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する。

ハ. 当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び職員に対し、
当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会
社の取締役及び職員に周知徹底する。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会及び使用人は、監査役から会社情報の提供を求められたときは遅滞なく提供できる

ようにするなど、監査役監査の環境を整備するよう努める。
ロ. 監査役は、取締役社長との定期的な意見交換を開催し、併せて内部監査室との連携を図る。
ハ. 監査役が監査の実施にあたり、弁護士その他の外部専門家を任用するための費用の支出を求

めた場合、当社は職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
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業務の適正を確保するための体制

⑨　反社会的勢力の排除に向けた体制
　当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係
も含め一切の関係を持たない。その不当要求に対しては、法令及び社内規程に則り、所轄警察
署、弁護士等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で対応する。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効か
つ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務
報告の信頼性と適正性を確保する。

２．業務の適正を確保する体制の運用状況の概要
　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間（当事業年度の末日から遡って
１ヵ年）における実施状況は次のとおりであります。

①　取締役会を17回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重
要事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適
合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。また、取締役会でのさらなる審議の充
実、効率化を図るため、各取締役に対し、取締役会全体の実効性を評価・分析するためのアン
ケートを行い、その結果明らかになった課題を、取締役会の運営改善に活かす取組みを行って
おります。

②　監査役会を14回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務
及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたし
ました。

③　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を
実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うこと
により適正性を確保いたしました。

④　情報セキュリティ対策として、個人情報を含めた会社の機密情報漏洩防止を目的とした社員
教育を実施したほか、文書やデータの管理・廃棄方法のさらなる厳格化を図りました。

⑤　リスク管理の観点に基づき、大規模自然災害発生時における連絡体制及び初動体制を整備し
ております。
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業務の適正を確保するための体制

⑸　会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい
ては、特に定めておりません。

⑹　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と認識し、収益力の向上と財務
体質の強化を図りながら、安定的かつ業績に見合う適正な配当を維持することを基本方針とし
ております。
　また、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととし、これらの剰余金の配当
等の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
　内部留保につきましては、経営基盤のさらなる強化に向けて、人材の確保・教育・育成、社
内システムの高度化及び新規事業投資等に積極的に活用してまいりたいと考えております。
　この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株につき３円50銭とすることを予定
しております。すでにお支払いしております中間配当１株につき３円50銭を合わせた年間配当
は１株につき７円となります。

（注）本事業報告の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率及び１株当たり当期純利益又は
当期純損失（△）、１株当たり純資産額については、表示単位未満を四捨五入しております（大株主（上
位10名）の持株比率を除く）。
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連結貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産 6,338,407 流 動 負 債 3,218,545
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品
仕 掛 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 係 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,107,262
2,135,725
197,936
652,893
135,916
113,667
△4,995
531,622
44,736
13,466

436
6,358

24,474
207,575
46,880

140,557
20,137

279,310
16,872

108,107
172,168
△17,838　

買 掛 金 2,302,031
短 期 借 入 金 250,000
1年内返済予定の長期借入金 178,900
リ ー ス 債 務 13,297
未 払 法 人 税 等 44,628
前 受 金 26,696
賞 与 引 当 金 95,518
そ の 他 307,473

固 定 負 債 579,919
長 期 借 入 金 349,230
リ ー ス 債 務 20,242
役 員 株 式 給 付 引 当 金 50,095
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 72,327
退 職 給 付 に 係 る 負 債 45,006
繰 延 税 金 負 債 1,218
資 産 除 去 債 務 38,022
そ の 他 3,777

負 債 合 計 3,798,464
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 3,040,058
資 本 金 577,028
資 本 剰 余 金 574,956
利 益 剰 余 金 1,976,385
自 己 株 式 △88,312

その他の包括利益累計額 558
その他有価証券評価差額金 558

新 株 予 約 権 30,948
純 資 産 合 計 3,071,565

資 産 合 計 6,870,029 負 債 純 資 産 合 計 6,870,029

連 結 貸 借 対 照 表

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 13,775,768
売 上 原 価 10,383,404

売 上 総 利 益 3,392,363
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,072,301

営 業 利 益 320,062
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,240
受 取 配 当 金 1,063
協 賛 金 収 入 2,744
保 険 積 立 評 価 益 1,860
そ の 他 5,452 15,361

営 業 外 費 用
支 払 利 息 8,160
そ の 他 636 8,796
経 常 利 益 326,627

特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 12,777
投 資 有 価 証 券 売 却 益 21,907 34,684

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9,859
減 損 損 失 8,010 17,870

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 343,441
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 59,924
法 人 税 等 調 整 額 42,889 102,814
当 期 純 利 益 240,626
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 240,626

連 結 損 益 計 算 書

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 573,977 571,904 1,804,127 △88,312 2,861,697
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 （ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 3,051 3,051 6,102
剰 余 金 の 配 当 △68,368 △68,368
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 240,626 240,626

株主資本以外の項目の当連結会
計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 3,051 3,051 172,258 － 178,361
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 577,028 574,956 1,976,385 △88,312 3,040,058

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 13,359 13,359 45,410 2,920,467
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 （ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） － △1,685 4,417
剰 余 金 の 配 当 － △68,368
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － 240,626

株主資本以外の項目の当連結会
計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △12,800 △12,800 △12,777 △25,577

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 △12,800 △12,800 △14,462 151,098
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 558 558 30,948 3,071,565

連結株主資本等変動計算書

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
顧 客 関 係 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
敷 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

5,359,310
2,483,753

5,353
1,948,441
197,936
555,076
23,907

603
18,955
38,557
91,719
△4,995

1,023,275
22,766
1,960
1,569

19,235
159,892
10,968

145,924
3,000

840,617
10,000

692,070
10,000
40,000
17,838
50,906
76,606
1,052

△57,856　

流 動 負 債 2,957,689
買 掛 金 2,228,135
短 期 借 入 金 250,000
1年内返済予定の長期借入金 173,400
リ ー ス 債 務 11,615
未 払 金 117,881
未 払 法 人 税 等 34,054
未 払 費 用 57,119
前 受 金 6,561
預 り 金 21,745
賞 与 引 当 金 57,175

固 定 負 債 444,242
長 期 借 入 金 349,230
リ ー ス 債 務 16,052
役 員 株 式 給 付 引 当 金 50,095
資 産 除 去 債 務 28,840
そ の 他 24
負 債 合 計 3,401,931

（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 2,949,706

資 本 金 577,028
資 本 剰 余 金 574,956
資 本 準 備 金 527,041
そ の 他 資 本 剰 余 金 47,914

利 益 剰 余 金 1,886,033
利 益 準 備 金 2,607
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,883,426

繰 越 利 益 剰 余 金 1,883,426
自 己 株 式 △88,312

新 株 予 約 権 30,948
純 資 産 合 計 2,980,654

資 産 合 計 6,382,586 負 債 純 資 産 合 計 6,382,586

貸　借　対　照　表

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 12,344,387
売 上 原 価 9,439,133
売 上 総 利 益 2,905,254

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,642,544
営 業 利 益 262,710

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 23,131
受 取 手 数 料 10,050
経 営 指 導 料 7,140
そ の 他 6,080 46,401

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,681
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 281
そ の 他 185 8,149
経 常 利 益 300,962

特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 12,777
投 資 有 価 証 券 売 却 益 21,907 34,684

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9,859
減 損 損 失 8,010 17,870
税 引 前 当 期 純 利 益 317,776
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 38,337
法 人 税 等 調 整 額 41,690 80,028
当 期 純 利 益 237,748

損　益　計　算　書

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計 利益準備金
その他

利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 573,977 523,989 47,914 571,904 2,607 1,714,045 1,716,653 △88,312 2,774,223
当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ） 3,051 3,051 3,051 － 6,102

剰 余 金 の 配 当 － △68,288 △68,288 △68,368
当 期 純 利 益 － 237,748 237,748 237,748
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 ) － － －

当 期 変 動 額 合 計 3,051 3,051 － 3,051 － 169,380 169,380 － 175,483
当 期 末 残 高 577,028 527,041 47,914 574,956 2,607 1,883,426 1,886,033 △88,312 2,949,706

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 13,203 13,203 45,410 2,832,837
当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ） － △1,685 4,417

剰 余 金 の 配 当 － △68,368
当 期 純 利 益 － 237,748
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 ) △13,203 △13,203 △12,777 △25,980

当 期 変 動 額 合 計 △13,203 △13,203 △14,462 147,817
当 期 末 残 高 － － 30,948 2,980,654

株主資本等変動計算書

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 　 田　 憲 　三
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 　 藤　 大 　佑

独立監査人の監査報告書
2026年２月24日

株式会社ハイパー
取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ハイパーの2025年１月１日から2025年
12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社ハイパー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 35 －
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
 ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
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企業として存続できなくなる可能性がある。
 ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 ・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 　 田　 憲 　三
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 　 藤　 大 　佑

独立監査人の監査報告書
2026年２月24日

株式会社ハイパー
取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハイパーの2025年１月１日から
2025年12月31日までの第36期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は　業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第36期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

常勤監査役 (社外監査役 )小 俣 信 次
監 査 役 (社外監査役 )堀 川 裕 美
監 査 役 (社外監査役 )山 田 美 代 子

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月24日
株式会社ハイパー　監査役会

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
　第36期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして
以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金３円50銭といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は34,214,922円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2026年３月31日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
　該当事項はございません。

－ 43 －



2026/03/03 15:47:50 / 25282823_株式会社ハイパー_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　名
現在の当社における
地 位 及 び 担 当 候補者属性

１ 再任 たま

玉
 

　
だ

田
 

　
ひろ

宏
 

　
かず

一 取締役会長

２ 再任 もち

望
 

　
づき

月
 

　
ま

真
き

貴
こ

子
代表取締役社長　CEO
内部監査室　管掌
営業統括部　管掌

３ 再任 た

田
 

　
なべ

邉
 

　
ひろ

浩
 

　
あき

明
取締役　COO
総務部　管掌
販売推進統括部　管掌

４ 再任 え

江
 

　
もり

守
 

　
ひろ

裕
 

　
き

樹

取締役　CFO
総合企画部　管掌
アライアンス営業推進部　
管掌
経理部　管掌

５ 再任 えん

遠
 

　
どう

藤
 

　
 

　
たかし

孝
取締役
総務部　管掌

６ 再任 くわ

桒
 

　
ばら

原
 

　
けい

桂
 

　
いち

一 社外取締役 社外取締役 　独立役員

７ 再任 な

那
 

　
す

須
 

　
しん

慎
 

　
じ

二 社外取締役 社外取締役 　独立役員

第２号議案　取締役７名選任の件
　取締役９名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を
実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう２名減員し、取締役７名の選任を
お願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
取締役候補者一覧
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

　再任
たま

玉
 

　
だ

田
 

　
ひろ

宏
 

　
かず

一
（1964年2月26日生）

1986年４月　新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社
1992年１月　当社入社
1992年４月　取締役
1996年４月　常務取締役
2008年３月　取締役副社長
2009年４月　代表取締役社長
2012年４月　株式会社リステック 代表取締役
2013年３月　株式会社らくさあ　代表取締役
2016年１月　株式会社みらくる　取締役
2017年７月　マルチネット株式会社　取締役
2018年１月　株式会社セキュリティア　代表取締役
2018年３月　株式会社リステック　取締役
2018年５月　株式会社リステック　取締役会長
2018年８月　株式会社TMD　取締役（現任）
2021年３月　代表取締役会長
2022年３月　株式会社みらくる　代表取締役社長（現任）
2024年３月　取締役会長（現任）

1,249,700株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社みらくる　代表取締役社長
株式会社TMD　取締役

(取締役候補者とした理由）
当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献し

ております。その実績、能力、コンピュータ業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験とともに人格、
見識とも優れていることから、引続き取締役候補者といたしました。

２

　再任
もち

望
 

　
づき

月
 

　
ま

真
き

貴
こ

子
（1971年9月24日生）

1995年11月　当社入社
2007年１月　営業企画部長
2008年５月　販売推進統括部長
2011年１月　購買部長
2013年４月　執行役員
2014年３月　取締役
2015年７月　営業統括部長
2017年７月　販売推進統括部長
2018年３月　常務取締役
2020年３月　代表取締役副社長
2021年３月　代表取締役社長
2022年３月　株式会社みらくる　取締役
2024年３月　代表取締役社長CEO（現任）
2026年１月　内部監査室、営業統括部　管掌（現任）

143,900株

(取締役候補者とした理由）
当社で販売推進部門及び営業部門の責任者を務めるなど豊富な経験と幅広い見識を有し、2014年3月より当社の取

締役、2021年3月より取締役社長を務めており、今後さらに当社グループの中長期的な企業価値向上を強力に推進す
るために適切な人材であると判断し、引続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

３

　再任
た

田
 

　
なべ

邉
 

　
ひろ

浩
 

　
あき

明
（ 1 9 7 6 年 4 月 2 日 生 ）

2002年８月　当社入社
2012年１月　業務部長
2014年７月　執行役員
2014年10月　管理統括部　副統括部長

経営企画室長
業務部長

2016年１月　管理統括部長
2016年１月　株式会社みらくる　監査役
2016年３月　株式会社リステック　監査役
2017年３月　取締役
2017年７月　マルチネット株式会社　監査役
2018年１月　株式会社セキュリティア　監査役
2019年７月　情報システム室長
2022年１月　販売推進統括部長
2022年７月　営業統括部　管掌
2024年３月　取締役COO（現任）
2024年４月　販売推進部　管掌（現任）
2026年１月　総務部　管掌（現任）

17,500株

(取締役候補者とした理由）
当社で営業部門及び購買部門を経験し、経営企画部門及び管理部門の責任者を務めるなど、豊富な経験・実績・見

識を有し、2017年３月より当社の取締役を務めており、長年の経験、実績と豊富な知見を活かし、当社グループの中
長期的な業務基盤を確立させ企業価値向上に貢献するものと判断し、引続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

４

　再任
え

江
 

　
もり

守
 

　
ひろ

裕
 

　
き

樹
（ 1 9 7 2 年 8 月 2 6 日 生 ）

1995年３月　当社入社
2008年５月　経営企画室長
2010年７月　総務・経営企画統括部長
2011年４月　執行役員
2012年１月　管理統括部長
2012年３月　取締役
2013年３月　株式会社らくさあ　監査役
2013年４月　経営企画室長
2014年７月　経理部長
2015年３月　株式会社リステック　監査役
2015年５月　事業企画室長
2016年１月　株式会社みらくる　代表取締役
2021年３月　株式会社みらくる　取締役
2021年４月　管理統括部　副統括部長

経営企画室長
2022年１月　管理統括部長
2022年３月　マルチネット株式会社　監査役

株式会社リステック　監査役
株式会社みらくる　監査役

2022年７月　管理統括部　管掌
販売推進統括部　管掌

2023年１月　株式会社メビウス　取締役（現任）
2024年３月　取締役CFO（現任）
2024年４月　管理　管掌
2024年８月　司コンピュータ株式会社　代表取締役（現任）
2025年７月　経理部　部長（現任）
2026年１月　総合企画部、アライアンス営業推進部、経理部

管掌（現任）

29,600株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社メビウス　取締役
司コンピュータ株式会社　代表取締役

(取締役候補者とした理由）
当社で営業部門を経験し、総務・経営企画部門及び経理部門の責任者を務めるなど、豊富な経験・実績・見識を有

し、2012年３月より当社の取締役を務めており、豊富な実務経験を生かして当社グループの中長期的な経営基盤を確立
させ、企業価値向上に貢献するものと判断し、引続き取締役候補者といたしました。

－ 47 －



2026/03/03 15:47:50 / 25282823_株式会社ハイパー_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

５

　再任
えん

遠
 

　
どう

藤
 

　
 

　
たかし

孝
（ 1 9 6 3 年 １ 月 ７ 日 生 ）

1986年４月　新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社
1991年５月　当社入社
1992年１月　取締役
2004年９月　経営企画室長
2008年３月　常務取締役
2012年４月　株式会社リステック 取締役
2018年１月　株式会社セキュリティア 取締役
2018年３月　株式会社リステック 代表取締役副社長（現任）
2018年４月　理事
2019年３月　マルチネット株式会社 取締役会長
2020年３月　マルチネット株式会社 取締役（現任）
2024年３月　取締役（現任）
2024年８月　司コンピュータ株式会社　取締役（現任）
2026年１月　総務部　管掌（現任）

511,800株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社リステック 代表取締役副社長
マルチネット株式会社 取締役
司コンピュータ株式会社　取締役

(取締役候補者とした理由）
当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ会社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献して

おります。その実績、能力、コンピュータ業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識
とも優れていることから、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくことを期待したためであります。ま
た、その豊富な経験と見識から、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者といた
しました。

６

　再任
くわ

桒
 

　
ばら

原
 

　
けい

桂
 

　
いち

一
（ 1 9 6 2 年 7 月 1 4 日 生 ）

1986年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社
2000年７月　ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社　入社

同社マーケティングプロモーション、アライアンス
＆ストラテジー　担当部長
同社ビジネス推進部　部長

2010年９月　株式会社IIJグローバルソリューションズ　入社
同社ソリューション営業推進部　部長
同社経営企画部　担当部長

2020年１月　行政書士 桒原桂一事務所（現行政書士
ComPass経営・法務事務所）　代表（現任）

2021年３月　当社社外取締役（現任）

－株

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事

業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくことを期待した
ためであります。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、その豊富な経験と見識から、社外取締役として
の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引続き社外取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

７

　再任
な

那
 

　
す

須
 

　
しん

慎
 

　
じ

二
（ 1 9 7 6 年 9 月 2 8 日 生 ）

1996年４月　株式会社三菱電機ビジネスシステム　入社
1997年８月　エプソン販売株式会社　入社
2009年２月　株式会社船井総合研究所　入社
2018年１月　同社ITオフィスグループ　グループマネージャ
2018年７月　株式会社ＣＩＳＯ設立　代表取締役（現任）
2021年３月　当社社外取締役（現任）

－株

〔重要な兼職の状況〕
株式会社ＣＩＳＯ　代表取締役

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚

を活かして、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくことを期待したためであります。また、その豊富な
経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引続き社外取締役候補者といた
しました。

（注）１. 候補者那須慎二氏は株式会社CISOの代表取締役であり、セキュリティ診断の提供に関する代理店業
務等に関する取引があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。
３. 桒原桂一氏及び那須慎二氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、各候補者の社外取締役として

の在任期間は、本総会の終結の時をもって桒原桂一氏及び那須慎二氏が５年となります。
４. 当社は、桒原桂一氏及び那須慎二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
500万円または法令が規定する額のいずれか高い額としており、各候補者の再任が承認された場合
は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により塡補することとし
ております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。

６. 当社は、桒原桂一氏及び那須慎二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。各候補者が再任された場合は、当社は引続き各氏を独立役員とする予定であります。
なお、那須慎二氏が代表取締役社長を務める株式会社CISOとの間には、セキュリティ診断の提供に
関する代理店業務等に関する取引がありますが、同取引における同社向け取引高は、27万円（直近の
連結会計年度における連結売上高の0.01％未満）であるため、当社の事業運営に関する経営判断に影
響を及ぼすおそれがなく、かつ株主の皆様との間に利益相反は生じるおそれはないと判断しておりま
す。
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氏　　名 現在の当社における地位 候補者属性

再任 ほり

堀
 

　
かわ

川
 

　
ひろ

裕
 

　
み

美 社外監査役 社外監査役　独立役員

ふ り が な

氏　　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

　再任
ほり

堀
 

　
かわ

川
 

　
ひろ

裕
 

　
み

美
戸籍上の氏名：松本　裕美

（ 1 9 7 9 年 5 月 1 0 日 生 ）

2006年11月　司法試験合格　司法修習開始
2007年12月　弁護士登録（東京弁護士会）

日比谷見附事務所　入所（アソシエイト）
2008年４月　東京弁護士会　労働法制特別委員会　委員（現任）
2011年４月　東京都労働相談情報センター　相談員
2013年１月　日比谷見附事務所　入所　パートナー就任
2020年４月　東京労働局　東京紛争調整委員会委員（現任）
2021年４月　東京都労働相談情報センター　相談員（現任）
2022年６月　監査役（現任）
2023年１月　BACell法律会計事務所　入所（現任）

－

（社外監査役候補者とした理由）
　堀川裕美氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の
社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。
　なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通して
おり、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第３号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役堀川裕美氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
監査役候補者一覧
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（注）１．候補者堀川裕美氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．堀川裕美氏は、社外監査役候補者であります。
　　　３．堀川裕美氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、候補者の社外監査役としての在任期間は本

総会の終結の時をもって３年９ヶ月となります。
　　　４．当社は、堀川裕美氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円ま
たは法令が規定する額のいずれか高い額としており、候補者の再任が承認された場合は、堀川裕美
氏との当該契約を継続する予定であります。

　　　５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が負担することになる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により塡補する
こととしております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

　　　６．当社は、堀川裕美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。候補者が
再任された場合は、当社は引続き各氏を独立役員とする予定であります。
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氏名
当社における

 地位

スキル・経験

企業経営

財務

会計

ファイナンス

法務

コンプライアンス

ガバナンス

リスクマネージメント

営業

マーケティング

IT

セキュリティ

DX

MD

玉田　宏一 取締役会長 ● ●

望月　真貴子 代表取締役社長 ● ●

田邉　浩明 取締役 ● ●

江守　裕樹 取締役 ● ●

遠藤　孝 取締役 ● ●

桒原　桂一
取締役（社外）　　　　　

独立役員
●

那須　慎二
取締役（社外）　　　　　　

独立役員
●

小俣　信次
監査役（常勤・

社外）独立役員
● ●

堀川　裕美
監査役（社外）　　　　　

独立役員
●

山田　美代子
監査役（社外）　　　　　

独立役員
●

（ご参考）

本総会終結後の役員のスキルマトリックス
（注）本招集ご通知記載の候補者を原案どおり全てご選任いただいた場合の各役員のスキルマトリ

ックスは以下のとおりとなります。

（注）１．上記一覧表は、役員の有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
２．MDはマーチャンダイジングのことであり、「商品化計画」や「商品政策」のことを

指し、設定したターゲット（お客様）に向け、品揃えから価格設定、販売方法などを
決定し実践する役割を担う。

以　上
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スマートフォンで読み取ると、
株主総会会場までのナビゲーションが
ご利用いただけます。

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な 
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/3054/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
東京証券会館　８階　ホール
電話　03（3667）9210

丸善

コレド
日本橋

髙島屋
第二証券会館

茅場町駅 至門前仲町8番出口
永 代 通 り

中
央
通
り

至
人
形
町

昭
和
通
り

都
営
浅
草
線

銀
座
線

日本橋駅

新
大
橋
通
り

日
比
谷
線

東西線

東京証券取引所

東京証券会館

最寄駅
東京メトロ東西線・日比谷線　茅場町駅８番出口直結

お願い：誠に申し訳ございませんが、当会場には専用駐車場の用意がございま
せんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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